
下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う

▪
快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
り
、
海
や
川
を
守

る
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　
下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ
接
続
を
し
て

い
な
い
方
は
、
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　
下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流
入
す
る
と
、
排
水

管
の
つ
ま
り
や
故
障
の
原
因
に
な
り
、
適
切
な

汚
水
処
理
が
で
き
ま
せ
ん
。

◉
排
水
口
に
油
や
野
菜
く
ず
を
流
さ
な
い

◉
水
洗
便
器
に
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外

の
も
の
を
流
さ
な
い

▼
下
水
道
課　
☎
23‐３
５
２
５

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
停
止
お
よ

び
時
間
外
窓
口
を
一
部
業
務

停
止
し
ま
す

　
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
伴
い
、
コ
ン
ビ
ニ

交
付
に
お
け
る
全
て
の
証
明
書
の
発
行
が
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
土
曜
窓
口
に
お
い
て
戸
籍
謄

本
や
身
分
証
明
書
、
独
身
証
明
書
等
の
戸
籍
証

明
書
の
発
行
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

▪
コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
停
止
日
時

　
１
月
23
日（
金
）午
後
５
時
～
26
日（
月
）午
前

８
時
ま
で

▪
土
曜
窓
口
の
一
部
業
務
停
止
日
時

　
１
月
24
日（
土
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
０
時

30
分

※
住
民
票
、
印
鑑
証
明
書
の
発
行
な
ど
の
業
務

　
に
つ
い
て
は
通
常
の
土
曜
窓
口
の
通
り
業
務

　
を
行
い
ま
す
。

▼
市
民
課　
☎
23‐３
５
１
１

寄
付

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
11
月
19
日　
連
合
愛
知
豊
橋
地
域
協
議
会　

  
　
代
表　
山
本
貴
士
様
か
ら
、
教
育
環
境
の
充　

　
実
の
た
め
、
児
童
用
絵
本
２
０
０
冊
。

▼
11
月
26
日　
フ
タ
バ
産
業
株
式
会
社　
代
表

　
取
締
役
社
長　
魚
住
吉
博
様
か
ら
、
田
原
市

　
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と
し
て
、
雇
用
の
創　

　
出
・
就
労
促
進
の
た
め
、
金
５
０
万
円
。

暮らしの備忘録は、保険年金や税・子育てなどの情報で期
限があるものや更新が必要な内容などを掲載しています。
忘れないように確認しましょう！

内　容 問い合わせ

個人住民税は
給与からの差し引き
（特別徴収）で

個人住民税の特別徴収とは、事業主が、毎月従業員に支払う給与から
個人住民税など（市県民税・森林環境税）を差し引きし、従業員に代わ
り納入する制度です。給与を支払う事業主は、原則として個人住民税
などを特別徴収してください。

税務課
☎２3‐３５０９

今月の
納税・使用料

納期限：2月2日（月）
市県民税・森林環境税（４期）、後期高齢者医療保険料・国民健康保険税（７期）、市営住宅
使用料・保育料（1月分）、し尿汲取手数料（１１・１２月分）、公共下水道負担金等・農業集
落排水事業分担金（4期・2期［渥美］）

　
【
お
詫
び
と
訂
正
】

　
広
報
た
は
ら
12
月
号
5
ペ
ー
ジ
で
各
地

区
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
紹
介
を
し

ま
し
た
が
、長
沢
地
区
に
つ
き
ま
し
て
は
、

推
薦
辞
退
に
伴
い
、
令
和
８
年
１
月
１
日

よ
り
山
本
真
至
さ
ん
が
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和8年1月│    │21

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


